
大雨時には、これらの情報や周辺の状況に十分な

注意をしてください。

また、大雨時や夜間の避難は危険を伴いますので

土砂災害の恐れを感じた時は、早めの避難を心が

けるようにしてください。

○「土砂災害防止法」は、土砂災害から生命を守る

　ため、土砂災害のおそれのある区域を指定し、

　危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規

　立地の抑制等を推進しようとするものです。

○高知県では平成２２年１０月に吾川郡いの町（旧伊野町）の一部において、「土砂災害防止法」※１に基づき、「土砂災

　害警戒区域」の指定を行いました。（勝賀瀬、川内小学校区については平成２２年度以降調査予定です）

　住民の皆様に、この「土砂災害警戒区域」の指定についてご理解いただくとともに、土砂災害に関する知識を深め、

　早めの避難に役立てていただくために、このチラシを作成しお配りしています。
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